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時効論・損害論への法心理学的アプローチ（松本）

はじめに

立命館大学グローバル・イノベーション機構
（R-GIRO）の拠点形成型研究プログラムの一つ
として，「法心理・司法臨床センター」（以下単
にセンターと呼ぶ）が採択されたのは 2013 年度
のことである。司法分野における法と心理の交
錯領域の問題を学際的に検討し，理論的，実践
的な寄与をすることがこのセンターの目的であ
る（センターの詳細は，下記のHPを参照され
たい。http://www.lawpsych.org）。このセンター
には，その主として取り扱う問題領域ごとに，5
つの研究グループがおかれている。そのうちの
一つが「被害者支援」グループである。

「被害者支援」という用語は，犯罪被害者の支
援の意味で使われることも多い（大久保・阿久
津（2002），ブレイスウェィト（2003），宮澤（2000）
参照）。しかし，センターの被害者支援グループ
はグループ・リーダーである筆者の専門が民法
学であることもあり，主として民事損害賠償請
求を行う被害者に資する理論の提供に取り組ん
できた。ちなみに 1992 年に設立された日本被害
者学会では，設立時の確認事項として，「学会で
扱うテーマは，犯罪被害に限らないが，犯罪・
不法行為などの『違法な行為を原因とする被害』
に限る」としている（被害者学会 1992:69）。セ
ンターでは，これまで，具体的にはまず，カネ
ミ油症新認定訴訟の原告支援のための理論構築
を行ってきた。この訴訟は，1960 年代末に九州
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北部を中心に発生した日本最大の食品公害とい
われるカネミ油症被害の被害者が，新たな診断
基準によってカネミ油症と認定されたことなど
を受けて，被害原因である食用油カネミロール
を製造した製造業者を相手取って 2007 年になっ
て提訴した訴訟である。更に，児童期の性的虐
待被害に長期間苦しんだ被害者が 30 歳代後半に
なって加害者である叔父（母の弟）を相手取り
不法行為責任に基づく損害賠償請求訴訟した事
案の被害者支援のための理論構築も行ってきた。
これらの事案はいずれも損害賠償請求権の消滅
時効や除斥期間という，いわゆる＜時の壁＞が
問題となる事案であった。
現在，このグループでは，センター内の「法
心理の原理探求と新領域探求の展開」グループ
とも連携して，カネボウ美白化粧品を使用した
ことにより生じた白斑被害の被害者支援を行う
ために，この被害をどのような損害として捉え
金銭評価すべきかという問題を法心理学的な観
点から解明する取組みを始めようとしている。
本稿の目的は，こうしたセンターでの活動を
ふまえて，民事損害賠償請求における被害者支
援に資する時効論・損害論であり得るためには，
どのような法心理学的アプローチが必要かにつ
いて理論的整理をすることにある。
まず，被害者の被害回復にとって民事損害賠
償請求が果たす意義を確認する（Ⅱ）。次に，時
効論への法心理学的アプローチ（Ⅲ），損害論へ
の法心理学的アプローチ（Ⅳ）の問題を取り上げ，
最後に，被害者支援に果たしうる大学の役割を
展望する（Ⅴ）。

Ⅰ．被害回復と民事損害賠償請求

民事損害賠償制度は，被害者が被った損害の
回復を求めて加害者に損害賠償を請求する制度
である。ここでは，被害者は刑事事件の場合と
異なり，単なる犯罪の対象や証人というかたち

で脇役として現れるのではない。被害者は損害
賠償請求権の権利の主体として，まさに主役と
して立ち現れる。
従来，法律学は，当該被害者に損害賠償請求
権が成立するかどうかといった責任成立の問題，
それが肯定されたときの責任の効果，すなわち
賠償額の算定や大きさなどに関心を向けてきた。
もちろん，このこと自体は正当な関心であるが，
被害者の被害回復という観点からみて重要なこ
とは，被害者が損害賠償請求権の主体として立
ち現れること自体が有する次のような意味であ
る。第一に，何らかの被害を被った被害者が，
自らを具体的な加害者に対する損害賠償請求権
の権利主体として即座に自己認識できるとは限
らない。そもそも自分に生じた不利益，不都合
が加害者による加害行為の結果によるものであ
るのかが認識できない場合や，自分に不利益を
負わせた相手がわかっていても，悪いのは自分
自身ではないかなどと考え，相手が加害者であ
り自分は被害者であるという自覚を持てない場
合もある（大山 2001: 125―141; 藤森 2001: 29―
39）。第二に，自分は被害者で相手が加害者であ
り，自分は加害者に損害賠償請求権を有してい
るのだということが認識できても，相手に自ら
の権利を行使する気力がない，怖くて行使でき
ないなどという場合もある。従って，被害者が
自ら被った被害について加害者に損害賠償請求
権を行使することができるようになったという
ことは，自らを被害者として認識し，被害を負
わせた加害者に自らの権利を行使することで自
分の損害を回復するのだという自らの回復力（レ
ジリエンス）を回復した，ないし，し始めたこ
とを示してもいるのである（Herman 1992=1999: 
334―335）。
こうした事実に関する法心理学の役割は，法
と心理の両面からこのような被害者のレジリエ
ンスを支援する理論を提供する点にある（松本 
2015b）。次に被害者のレジリエンスを支援する
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ための時効論と損害論の試みについて検討して
みよう。

Ⅱ．時効論への法心理学的アプローチ

1．基本的視点
時の経過によって権利の消滅を認める消滅時
効制度の存在理由は，（α）権利の上に眠る者は
保護しない（長い間権利を行使しない場合には
権利が消滅する不利益を受けてもしかたがな
い），（β）法的安定性（長期間続いた状態をそ
のまま維持することが法秩序，法的関係の安定
につながる），（γ）立証・採証の困難の回避な
どに求められる。このうち，権利が行使できな
いうちに権利の消滅を認めるのは不合理である
から，（α）の権利者の権利行使可能性の要素を
最も重視して解釈すべきである。このことは，
原則的な時効期間の起算点が，「権利を行使する
ことができる時」としている民法典の規定（民
法 166 条 1 項）とも整合的である（松本 2002:  
189―199）。権利が行使できたにもかかわらず権
利を行使しないでいたために消滅時効が完成し，
あとで権利が認められなくなっても，それは自
業自得なのであるから納得するしかないであろ
う。自分が権利者であってもそのような事態で
あれば権利が消滅したと判断されても仕方がな
いと納得せざるを得ないということが社会にお
いて共有されれば，そのことによって消滅時効
制度の目的である法的安定性も維持されること
になると評価できるのではないか。以上の点は，
自分がその立場であったならば，そのような規
範的解釈を受け入れざるを得ないという納得の
心理状態になることが法的安定性を支える基本
的な要素であると仮定しているのであるが（納
得テーゼ），このこと自体を実験等により実証的
に解明することも法心理学の課題となろう。木
下は，「法と正義を支えたり逆に影響され，時に
支配される人と社会の関係の心理的な基盤を探

求することが，法心理学という研究領域に新た
な局面を切り開くことになる」ことを指摘する
が（木下 2013: 96），このような視角は時効と正
義の問題にも当てはまるであろう。

2．権利不行使についての法心理学的分析
＜権利を行使できるのにしなかった＞という
ことは，時効の進行を認め得る大きな要素と成
りうる。逆に言えば＜ある時点で権利を行使し
ようとしてもできなかった＞事情を明らかにす
ることは，法解釈論として，その時点では時効
の進行を認めるべきでない要素を明らかにする
ことにつながる。

（1）損害の発生と認識可能性
自己に何らかの不利益や症状が発生していて
も，それが賠償対象になりうる損害であること
が認識できなければ損害賠償請求できない。民
法 724 条前段は「損害及び加害者を知った時か
ら 3年間」の短期消滅時効を規定するが，この
場合の＜知る＞とは，判例によれば，＜知り得
た＞ことでは足りず現実に認識したことが必要
だと解されている（この点の詳細な分析は松本 
2012a: 第 1 部第 1章に譲る）。
また，当該被害者が現実に損害を認識してい
ないどころか，客観的に認識可能性がない，す
なわち，それが誰であっても，およそ，その損
害を認識し得ない場合には，権利の上に眠って
いる状態とは言えないので，時効は進行させる
べきでないであろう（前述の納得テーゼ参照）。
民法 724 条後段は，3 年の短期消滅時効と別に
「不法行為の時から 20 年」で権利は消滅するこ
とを規定しているが，この「不法行為の時」の
解釈について，筑豊じん肺最高裁 2004・4・27
民集 58 巻 4 号 1032 頁判決が，加害行為から相
当期間を経過して損害が発生する場合は，損害
が発生した時をもって「不法行為の時」と解す
べきであるとする画期的な起算点論を示した。
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しかもこの判決は，損害発生の時の具体的な事
実認定について，権利者に分からないような形
で潜在的に損害が発生した時点ではなく，じん
肺法上の各管理区分の通知が出た時点ないしじ
ん肺を原因として死亡した時点をもって，その
損害の発生の時と解すべきとした原審の判断を
是認している。法心理学的な見地からみても，
被害者にとっておよそ認識ができないかたちで，
体内で事実上損害が発生していたからその時が
起算点だと言われても，被害者本人に権利が行
使できないうちにその権利が消滅したと判断さ
れることになり，到底納得できるような起算点
論とは言えまい。この意味で，筑豊じん肺最判は，
権利者の権利行使可能性に配慮した規範的損害
顕在化時説をとったものとして評価できる（松
本 2015a）。

（2）不法行為性の認識可能性
自己に何らかの損害が発生したことを認識で
きても，その損害が不法行為によって生じた損
害であることが認識できなければ，不法行為責
任に基づく損害賠償請求はできない。この点が
争点となる事案類型に，投資取引被害や霊感商
法被害がある。
投資取引では，取引の過程で損失を被ること
があることは，その取引の性質上，折り込み済
みであるから，たとえ損失を被ったとしても，
それが取引勧誘者の違法な説明義務違反のため
などの不法行為性を認識できなければ，自己に
損害賠償請求権があることも認識できない。幾
つかの下級審裁判例では，この点に配慮して，
単に損失を認識した時点ではなく，弁護士から
説明を受けて勧誘者の行為が不法行為にあたる
ことを知った時点が時効起算点の「損害及び加
害者を知った時」とするが（松本 2012b: 227―
236），人の心理的特性をふまえて法解釈をすべ
きという法心理学の見地からも妥当な起算点論
である。

また霊感商法では，自分が多額な金員を支払っ
たり寄付をしたりしても，それが宗教的に良い，
なすべき行為であると信じ込まされているので，
不法行為だと認識できない。そこで，幾つかの
裁判例は，弁護士などから説明を受けてこのよ
うなマインドコントロールが解けた時点が「損
害及び加害者を知った時」であるとする起算点
論をとっているが（松本 2012b: 218―220），これ
も法心理学的見地から妥当な判断と言えよう。

（3）権利行使の現実的期待可能性にかかわる要素
普通時効の起算点である「権利を行使するこ
とができる時」につき，弁済供託金の返還請求
事件で，最高裁大法廷 1970・7・15 判決民集 24
巻 7 号 771 頁は，権利を行使することができる
ときとは，「権利の性質上，その権利行使を現実
に期待のできるものであることをも必要と解す
る」として，供託金は預けた時点からいつでも
返還請求できるので，預けた時が権利行使可能
な時であるとした原審を破棄し，供託が不要と
なる事態が生じた時点で初めて供託金返還請求
権の行使が現実に期待可能となるのだから，そ
の時が起算点と解すべきだと判示した。供託し
なければならない事情があるから供託している
のであって，供託した時点から返還請求できる
からその時を起算点とすべきとする原審判決は，
時効の進行にとって権利行使可能性が有する意
味を見誤った不合理な起算点論である（松本 
2002: 74―76）。
法心理学的見地からは，権利行使の現実的期
待可能性につき，このような事実があれば人は
権利行使を困難と感じ権利行使が期待できない，
というような諸要素を客観化することが求めら
れよう。

3．センターでの分析の試み
（1）カネミ油症新認定訴訟
1960 年代末の北九州地方を中心にカネミが食
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用油として販売したカネクロールの製造過程で，
PCB化合物が混入し，この油を料理に使って食
した 1万 4000 人以上の者に皮膚障害や内臓障害
など各種症状が発症したのがカネミ油症事件で
ある。原因が判明してほどなくカネミや規制権
限を適正に行使しなかった国を相手どった集団
訴訟が何件か提訴され，原告の請求が一部認め
られ，後に和解や取り下げなどにより訴訟はひ
とまず収束した。
ところが 2007 年になってカネミ倉庫を相手
取って不法行為を理由とする損害賠償請求訴訟
が新たに提訴されるに至る（カネミ油症新認定
訴訟）。この訴訟の原告の中心となっているのは
それまで永らくカネミ油症とは認定されていな
かったが，2004 年に策定された新たな認定基準
でようやくカネミ油症と認定された被害者（カ
ネミ油症新認定被害者）である。
この事件では，事故が発生し，原告らに何ら
かの症状が発生してから 40 年以上を経ての提訴
である。そこで被告は，「不法行為の時から20年」
で権利が消滅する 20 年期間（判例は，時効のよ
うに中断も停止もなく信義則違反や権利濫用な
どにより制限されることのない除斥期間と解し
ている）が経過したので原告らの請求権は消滅
したと主張した。
筆者は原告側の時効・除斥期間についての意
見書を執筆したが，その基本的内容は，前述の
筑豊じん肺訴訟最判の規範的損害顕在化時説を
この事案にあてはめれば，「不法行為の時」は早
くてもカネミ油症と認定された時点と捉えるべ
きであるとするものである。しかし，1審判決（福
岡地裁小倉支判 2013・3・21 判時 2195・92），2
審判決（福岡高判 2014・2・24 判時 2218・43）
とも，「不法行為の時」とは，カネミ油症の症状
が発症したと考えられる 1960 年代末であるとす
る不当な起算点論により原告の請求を棄却した
（松本 2014; 2015: 262―263。なお本年 6月 2日に
最高裁が原告の上告を棄却した）。

センターでは，この事案で原告らが権利行使
をできなかった要因について，原告本人から原
告弁護団が聞き書きした陳述書の分析，原告の
一部への直接のインタビュー調査などを行い分
析を進めてきた。その成果の一端は，2013 年 10
月の法心理学会のワークショップで報告し，学
会誌に掲載された論文にまとめた（松本他 
2014）。前述のように原告らの提訴が事故発生か
ら 40 年以上を経てなされた最大の要因は，カネ
ミ油症の診断基準が厳格すぎて，新認定基準が
定められるまで，カネミ油症と認定されてこな
かったからである。共同研究では，それに加えて，
医学的にも全容が解明されていない症状である
ことに起因する社会的差別，自らをカネミ油症
被害者と認識することへの拒否感，症状が次第
に深刻化し，被害が拡大する中で，もう提訴す
るしかないと決断したという事情などを心理学
の見地から分析している。

（2）釧路 PTSD等事件　
うつ病，PTSD 等の症状を発症した 30 代の
女性が精神科医の診断を受けたところ，その原
因が 3歳から 8歳までの児童期に叔父から受け
た性的虐待被害にあることが判明し，加害者に
不法行為責任に基づく損害賠償請求訴訟を提訴
した事案である。被告は，自己の加害行為をほ
ぼ認めたが，「不法行為の時から 20 年」以上が
経過しているので，原告の損害賠償請求権は除
斥期間により消滅したなどと主張した。
1審の釧路地判 2013・4 ・16 は，20 年期間の
起算点である「不法行為の時」について原告が 6，
7 歳の頃とした。「不法行為の時」の意味を，不
法行為による損害が発生した時と解するとして
も，原告に対する被告の継続的な性的虐待行為
が終了する前の 6，7歳の頃に，原告はすでに性
的虐待行為を原因とする PTSD 等を発症してい
たと考えたためである。釧路地裁は，本件提訴は，
それから 20 年以上を経ての提訴であるため，
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原告の損害賠償請求権は法律上当然に消滅した
と判示し，その請求を棄却した。
筆者は原告敗訴の 1審判決後に，原告弁護団
から依頼されて 20 年期間の起算点等に関する意
見書を執筆した。そこでは，「不法行為の時」と
は，精神科医から原告のかかえる不眠，うつ状態，
自殺念慮等の症状の原因が児童期の性的虐待被
害にあり，それにより PTSD等を発症している
と原告が診断された 2011 年の時点と解すべきこ
とを主張した。前述（Ⅲ 2（1））の筑豊じん肺
最高裁 2004 年判決の判断基準は，権利者に客観
的に認識可能なかたちで損害が顕在化したとき
であるじん肺症の管理区分の通知時を損害発生
の時と解し，そのときを 20 年期間の起算点であ
る「不法行為の時」と解した。この解釈は，い
くら被害者の体内で損害が発生していても，そ
の損害発生が被害者にとって客観的に認識可能
な形で顕在化しなければ権利を行使できないこ
とを配慮しているのである。従って，このよう
な最高裁の判断基準を釧路の性的虐待事件に当
てはめるならば，被害者である原告にいくら
PTSD 等の症状が発生していても，それが過去
の児童期の性的虐待に起因する損害であること
が原告にとって認識可能にならなければ，20 年
期間進行の起算点である「不法行為の時」＝損
害発生の時とは解せない。つまり，被害者に事
実上，潜在的に損害が発生した原告が 6，7歳の
頃を起算点とするのではなく，原告が 30 代半ば
になって，精神科医によって，被害者がかかえ
るさまざまな症状は過去の児童期の性的虐待に
よる PTSDやうつ病によるものであると診断さ
れた時をもって損害が発生した時と解すべきな
のである（法解釈にかかわる詳細な内容は松本
2013a 参照）。
控訴審では，「不法行為の時」の解釈につき，

PTSDは原告が 6，7歳の頃に発症していたとし
ても，うつ病の方は平成 18 年に精神科医から診
断された時点でその損害が発生したと解すべき

だとして，原告の賠償請求 4000 万円のうち約
3000 万円について認容する画期的判断を示した
（札幌高判 2014・9・25 判時 2245・31 頁。松本 
2015a: 268―269）。なお高裁判決に対して，被告
が上告，上告受理申立てをしたが，最高裁は
2015 年 7 月 8 日に上告棄却，上告不受理の決定
を下し，原告一部勝訴の高裁判決が確定した。
近時の精神医学や臨床心理学，脳科学の発展
は，児童期の性的虐待被害が長期間にわたり被
害者の心身に深刻なダメージを与えることを明
らかにしてきている（友田 2012; 松本 2013a; 森
田 2008）。しかも，加害者が父親や祖父，兄な
どの家族，親族である場合には，自分が被害に
あっていることを母親などに打ち明けることが
できず，被害が長期間に渡り潜在化する。「言い
たくても言えない」「自分がこのような目に遭う
のは自分が悪いのではないか」「自分は汚れてし
まった」などの被害者の内面的な葛藤は心身に
渡る被害を深刻化させる（この点を分析したも
のとして，村本 1993）。児童期の性的虐待被害
にあった時点で損害が発生し，周りの親などが
それに気づき権利行使をできたはずであるとい
うような釧路地裁のような裁判官の判断は被害
の心理的特質を無視する判断であり問題である。
被害者が長年苦しんできた様々な症状の原因
が児童期の性的虐待被害にあることがわかり，
被害に向き合うようになり，被害者としての自
分が損害賠償請求権の権利主体として加害者の
不法行為責任を追及するために提訴まですると
いうことは，それだけの精神力を被害者が回復
しつつあることをも示している。にもかかわら
ず児童期の段階で権利行使可能だったはずだか
ら時の経過によりあなたの権利は消滅したもの
として裁判では請求を認めないと判断されるこ
とは，司法による二次被害となる可能性がある
（松本 2015b）。
筆者はこのような児童期の性的虐待事件に関
する不法行為に基づく損害賠償請求権の権利行
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使期間の問題は，個別のケースごとに裁判で争
うような問題としてではなく，ドイツ法を参考
に，成年に達するまで時効を停止し，さらに，
短期の消滅時効期間の適用を排斥し，長期時効
の上限期間のみの適用とするなどの立法改革が
必要ではないかと考え，釧路事件への関与を契
機に新学術領域の科研費を獲得し，センタ―所
属の研究員とこの問題につき共同研究を行って
いる（「児童期の性的虐待被害者のレジリエンス
を支援する時効法改革の提言」平成 26 年度・平
成 27 年度）。

Ⅲ．損害論への法心理学的アプローチ

1．損害論と法心理学
不法行為責任に基づく損害賠償請求の対象と
なる「損害」は，被害者に生じた様々な被害の
うち，当該不法行為と因果関係ある損害で，か
つ賠償範囲に含めることが社会通念上相当と考
えられる損害に限定されるというのが判例の考
え方である（相当因果関係説。損害賠償の範囲
に関する判例・学説の詳細は，吉村 2010: 142―
151）。相当因果関係という言葉を使うかどうか
はともかく，事実上生じたあれこれの不利益を
すべて損害として賠償すべきことになれば，賠
償すべき相手方の範囲も額も無限定になりかね
ないので，一定の損害に限定して賠償範囲とす
る事自体は肯定されるべきであろう。問題は，
どのような場合に当該不法行為との間の因果関
係を肯定し，また，どれだけの被害を「損害」
として評価すべきかという点にある。

2．  醜状痕の後遺症をめぐる損害額算定につい
ての裁判例
冒頭でふれた被害者支援グループが取り組も
うとしている冒頭の白斑被害の損害論を考える
上で参考となる事案類型に交通事故で身体に醜
状痕が残った場合の損害額算定についての裁判

例を挙げることができる。
①  神戸地裁 1995・11・8 判決・交通事故民事裁
判例集 28・6・1569
高校 3 年女子が交通事故により左大腿部に醜
状痕が残る被害を被った事案である。判決は，
自賠法施行令別表の後遺障害等級は労働能力の
喪失に着目した表であって，機械的に適用する
のでなく，「個別的な事案の慰謝料請求権者の受
けた客観的な精神的苦痛を具体的に判断する必
要」があるとして，自賠法施行令別表の後遺障
害等級を相対化している点で注目される。そし
て，この判決は被害者が左大腿部の醜状痕によ
り「入試に対するあせりや不安」を被り，「友人
に誘われた旅行を断るなど，大学生活にも影響
が及んだ」ことや，傷痕が残ることを医師から
告げられた際の「相当な精神的衝撃」「膝丈ほど
のスカートをはくことにも躊躇」を覚える状態
になり，「恋愛に対してやや消極的」で「将来の
恋愛・結婚等に対して少なからぬ不安」がある
ことを慰謝料算定にあたっての考慮要素にかか
げている。判決は，他方で「本件事故による後
遺障害にもかかわらず，原告の内面的な魅力は
人一倍優れていることが認められる」ことを指
摘している。このように，この判決は，左大腿
部の醜状痕が被害者の心理的負担になっている
ことを具体例を示して指摘して，それを賠償額
の算定要素である「損害」であると評価しつつも，
そのような賠償額算定にあたっての損害として
の評価は，原告本人の人格的評価をおとしめる
ものではないことも同時に指摘して，原告の心
理に配慮したフォロー，アフターケアをしてい
るとも評価できよう。
②  奈良地裁葛城支部 2000・10・2 判決・判例時
報 1761・103
原告が交通事故により左顔面に外貌醜状の後
遺障害を被り，それまでのようにスナック等で
働けなくなったことを逸失利益および慰謝料額
の算定に反映させた事例である。判決は，原告
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の左顔面外貌醜状は「一見して目立つものであ
るから，原告と対面した者に対し，まず奇異の
感を抱かせる可能性が高」く，「原告と対面する
者に，さまざまな思いや対応を強いる結果とな
ることは，見易い道理である」ので，「客に対し
て顔をさらすことの必要な多くの職種に就くに
ついて，不利な容貌を有するに至った」ため「原
告が，今後右のような職種に就くことは，極め
て困難」であり，「原告は，本件事故による後遺
障害により，具体的な損害を被った」としている。
ちなみにこの判決は，大変ユニークなことに，
裁判官自身が 5歳のときに交通事故にあい，顔
に傷痕ができたことが後に成人して結婚する際
にどのような目で見られたのかという経験を判
決理由中に次のように語っている。「ちなみに，
当職は・・・（中略）・・・結婚の際，配偶者の
両親が右傷痕が先天性のものであって， 配偶者
との間に産まれる子どもにも同様の障害が生じ
るのではないかとの不安をもった旨聞かされ，
その見当違いの思いや知識のなさに唖然とした
が，およそ世間とはそういうものであろう」。
③東京地裁 2002・6・20 判例時報 1795・124
交通事故により顔面醜状痕が残った看護師で
ある女性の損害賠償請求につき，逸失利益の財
産的損害は認めなかったが，慰謝料でこのこと
を考慮した事案である。判決は次のように述べ
ている。
「前記各線状痕は原告の労働能力に直接の影響
をもたらすものとはいえず，労働能力喪失によ
る逸失利益を認めることはできない。しかし，
原告は，手術の立会い中は，前髪を含めて頭髪
をすべて手術帽で覆わなければならないため，
線状痕のある前額部を出さなければならず，そ
れ以外の場面でも，看護婦という職業柄，患者
と間近で接しながら仕事をすることが多いもの
と考えられる。そうすると，原告が，前額部の
線状痕の存在を気にして，対人関係や対外的な
活動に消極的になることはあり得ないではなく，

これが間接的に労働の能率・意欲に影響を及ぼ
すことも考えられるから，この点は慰謝料の加
算事由として斟酌すべきである。」
以上の裁判例を見ても分かるように，醜状痕
の問題は，被害者の心理をして，対人関係や対
外的な活動への消極性，躊躇を生み出す要因と
なり，労働の能率・意欲に影響を及ぼしたり，
また，友人との旅行や恋愛や結婚についての消
極性を生み出すなど生活の質全体に影響を及ぼ
すことが分かる。このような諸事情は慰謝料算
定にあたり斟酌すべき事情として考慮されてい
るのである。

3．白斑被害についての法心理学的アプローチ
白斑被害は，上述の交通事故による被害に比
べて，更に次のような特性を有する。被害者は
当該化粧品メーカーの製造物の品質を信頼して，
美しくなるために美白化粧品を購入したのに，
かえって顔面等に白斑が生ずる被害を被った。
このことはメーカーによる品質への信頼を裏切
られたことのショックと，美しなりたいのにか
えって白斑被害が生じてしまったという求める
ものと相反する効果が自ら購入使用した化粧品
により生じてしまったことのショックという二
重のショックを被害者にもたらしている。この
ような二重のショックが被害者の心理に及ぼす
深刻性の度合いをどのような尺度で図るべきな
のかという点でも法心理学的な分析の必要性は
高い。
ところで損害賠償請求は金銭での賠償請求に
ならざるを得ない（金銭賠償主義ー民法 722 条
1項，417条）。しかし，そもそも金銭の賠償によっ
て被害が回復しうるのか，また，被害の回復は
金銭賠償に尽きるのか，被害者は被害の回復に
ついてどのようなことを望んでいるのかを把握
することも重要である（金銭賠償主義について
法と心理の観点から検討したものとして，松本 
2006）。
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センターでは，化粧心理学を専門とする専門
研究員である木戸彩恵（木戸 2015）がこのテー
マに取組んでいる。筆者も白斑被害の心理学的
分析を法的主張に組み入れるための理論的検討
を行うために，木戸および金成恩との共同研究
資金を獲得した（2015 年度人間科学研究所・萌
芽的プロジェクト研究助成プログラム「民事責
任における損害論の法心理学的再構築　―　多
様な被害回復のための司法臨床的支援を目指し
て―」）。

Ⅳ．被害者支援への大学の寄与の可能性

最後に以上の検討をふまえて，被害者支援に
ついて大学がどのような寄与ができるのか，そ
の可能性について言及しておきたい。

1．被害者支援に資する理論の開発
大学が被害者支援に関与する最も大きな意義
は，被害者支援に資する理論を開発する点にあ
る。本稿で検討対象とした民事損害賠償請求権
における時効論・損害論は，従来は専ら法律学
の枠内で構築されてきた。しかし上述のように
権利行使の困難性の心理的要素や，損害算定す
べき心理的要素を客観化することを通じて，よ
り被害の特質に即し，かつ，客観的根拠のある
説得力のある時効論・損害論を構築することが
できる。
開発した理論は，学会や研究会等での報告，
論文での公表などを通じて学界・社会に広く発
信されて，具体的な個々の被害者支援の理論的
支えとなる。また，個別の事案の解決に向けて，
原告側弁護団にその知見が提供されることによ
り，より説得力のある弁論活動に結実していく。

2．被害者支援のための人材育成
また被害者支援の人材育成のために大学が果
たしうる役割も大きい。被害者支援に資する理

論の開発を専門研究員や院生と共同で行うこと
を通じての研究者養成，開発した理論を大学院
や学部の研究指導・教育内容に反映させ，そこ
での指導・教育を通じて，社会で被害者支援者
と成りうる人材を育成していくことは，大学な
らではの被害者支援への寄与と言えよう。

3．被害者の直接のケア，サポート
被害者の心身のケアや法的ニーズに大学が直
接答える場面がある。立命館大学には心理的カ
ウンセリングについては心理相談センターがお
かれている。また，法律相談については，法科
大学院の授業科目であるリーガル・クリニック
Ⅰ（法律相談），同Ⅱ（女性と人権）が無料法律
相談に対応している。とくに後者では，DVや
セクシュアル・ハラスメントなどの相談に対応
する際に，被害者の心理的特性を知っておくこ
とが二次被害を与えないために重要であるとし
て，応用人間科学研究科に（2016 年度からは法
務研究科にも）「司法臨床」の科目を設置し，同
研究科所属の臨床心理の教員と法科大学院所属
の女性弁護士教員が共同担当して，応用人間科
学研究科及び法務研究科の両方の院生が受講で
きるようにしている（リーガル・クリニックⅡ
と司法臨床科目については松本 2013b）。
現段階では，法心理・司法臨床センターとの
関係では，センターに所属する教員が，これら
の心理相談，無料法律相談に教員として個々に
関わっているに過ぎないが，将来的には，組織
的な連携を更に高めていくことも考えられる。
私見であるが，例えば，近い将来に，大学に弁
護士登録をした大学教員や OB・OG が中心と
なって運営する付属法律事務所ないしは連携法
律事務所を設置し，立命館大学法科大学院の修
了生で弁護士登録したての者をそれらの事務所
に配置する。彼ら彼女たちは弁護士の実際の業
務経験をそこで積み重ねながら，法心理・司法
臨床センターでの理論開発に法律実務家の視点
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から関与する，或いは受任した事件において法
心理学の見地からの検討が必要な問題について
センターと共同で理論構築を行う。この事務所
に一定期間在任ののちは，新たな新規弁護士登
録者と交代していき，法心理学的視点をもった
法律実務家を恒常的に養成していく。まだ夢の
段階ではあるが，こうしたことが実現できれば
大変有意義なことであると考える。
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Original Article

Legal and Psychological Approach to Theories 
of Negative Prescription and Damages: 

For Victim Support in Damage Compensation Demands

MATSUMOTO Katsumi
（School of Law, Ritsumeikan University）

The subject of this paper is to clarify the meaning and problems of the approaches to theories 
of negative prescription and damages from the aspects of law and psychology on the outcome of 
activities of the victims’ support group at the Center for Forensic Clinical Psychology at Ritsumeikan 
University. To begin with, the author confirms the possibility of improving victims’ resilience by 
presenting cases of damages to the court as a subject of rights（II）. Then, from the aspects of law 
and psychology, the author examines different approaches to the theory of negative prescription
（III）and damages（IV）. Depending on the type of case, it can be diffi  cult for victims to recognize 
one’s own damage or the relationship between damages and torts. Using negative prescriptions 
should be approved only when one can exercise one’s rights. By analyzing the psychological factors 
of not exercising one’s rights for a long period of time, we can eliminate the reprehensible neglect of 
victims. Finally, the author surveys the future of the university’s contribution for victim support（V）. 

Key Words :   negative prescription, damages, victim support, resilience
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